
「宮崎県口蹄疫被害義援金」の１次配分について発表事項

口蹄疫による被害を受けられた畜産農家への支援として役立てていただきた

いと、県内はもとより全国から多くの義援金をお寄せいただいております。

これまでにお寄せいただいた義援金について、実施機関等で構成する「宮崎

県口蹄疫被害義援金」配分委員会を昨日開催し、下記のとおり１次配分を行う

こととなりましたので、お知らせします。

記

６２９，７３０，８００円（ ）１ 義援金総額 平成２２年５月３１日入金確認分

（うち今回配分予定額 247,800,000円）

募集期間：平成２２年５月１４日～７月３０日

２ 配分方法

義援金は、数回に分けて配分することとし、１次配分については、配分委

員会が決定した配分基準額に基づき、市町村毎の配分額を各市町村の指定す

る口座へ送金し、６月中旬を目途に対象となる畜産農家へお渡しします。

なお、２次配分以降については、再度配分委員会を開催し、１次配分後に

寄せられた義援金の状況等を踏まえ、配分を決定します。

３ 配分基準（一次配分）

基準額：１戸当たり２０万円

対 象：口蹄疫が発症した畜産農家及び口蹄疫ワクチン接種対象畜産農家

①口蹄疫が発症した畜産農家 ２２１戸

②口蹄疫ワクチン接種対象畜産農家 １，０１８戸

※ 配分委員会では、５月２７現在の対象戸数で協議しており、

最終的な対象となる畜産農家戸数は、現在確定作業中。

：２４７，８００，０００円（200,000円×1,239戸）配 分 総 額

（裏面に参考資料あり）



（参考１）各市町村ごとの配分額等

単位：円（参考２）過去の自然災害における義援金配分基準

(参考３)義援金配分のながれ

実

・宮崎県 義援金 被 災 被災者施

（影響を受け機 配 分

た畜産農家）関 ・宮崎県共同募金会 → 委員会 → 市町村 →

(参考４)「宮崎県口蹄疫被害義援金」配分委員会の構成

委員長:宮崎県福祉保健部長

委 員:社会福祉法人宮崎県共同募金会副会長

宮崎県市長会事務局長（日向市企画政策部長）

宮崎県町村会事務局長

宮崎県農政水産部農政企画課長

宮崎県口蹄疫被害義援金対象戸数(5/27)

川南町 170 164 334 66,800,000

都農町 14 179 193 38,600,000

高鍋町 16 75 91 18,200,000

新富町 11 161 172 34,400,000

木城町 3 69 72 14,400,000

西都市 3 194 197 39,400,000

宮崎市 98 98 19,600,000

日向市 78 78 15,600,000

えびの市 4 0 4 800,000

合計 221 1,018 1,239 247,800,000
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平成１６年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１８年 平成１９年 平成１９年

台風１６号 台風２３号 台風１４号 集中豪雨 台風１３号 台風４号 台風５号

12,060,711 44,047,708 262,489,455 41,781,382 41,723,417 1,360,000 15,483,379

死亡 200,000 200,000 200,000 被害無し 200,000 被害無し 被害無し

重傷 150,000 150,000 150,000 350,000 150,000 20,000 被害無し

全壊 70,973 302,370 77,000 被害無し 131,569 35,000 929,002

半壊 35,487 151,185 38,500 329,692 65,784 17,500 464,501

床上 23,658 100,790 25,666 219,795 被害無し 被害無し 309,668
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